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※J-PlatPatの画面は本テキスト作成時点のものです。実際の画面と異なる場合がございます。
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１．日本の産業財産権情報

（１）公報の必要性

特許法第１条 発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達
に寄与することを目的とする。

実用新案法第１条 実用新案法第１条 物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及
び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与す
ることを目的とする。

意匠法第１条 意匠法第１条 意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励
し、もつて産業の発達に 寄与することを目的とする。

商標法第１条 商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持
を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護するこ
とを目的とする。

商品を購入したりサービスを利用する際、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一
つの目印として選んでいる。事業者は営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信頼を積み重
ねることにより、ブランドイメージを形成していく。

商標制度は、事業者が商品やサービスにつける商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上
の信用の維持を図ることを通じて、産業の発展に寄与するとともに需要者の利益を保護することを目的と
している。

そして特許庁では、これらの商標を公開する手段として各種の公報を発行している。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法ではその目的を下記のとおりに規定している。
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（２）年代別公報発行体系

商標は、法改正により年代で発行の公報種別が異なる。

▶公告制度（H9.4. 1廃止）→出願人に商標権を付与する前に、商標出願の内容を出願公告し一般公衆
に対して、権利を与えることに異議を申し立てる機会を与える制度

▶公開制度（H12.1.1～）→商標法第１２条２ 参照
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２． とは
（１）サービスの概要

国内外１億件以上の特許・実用新案・意匠・商標の公報や審査経過記録等の情報を検索できるサービス
インターネットを通じて、誰でもいつでもどこでも無料で利用可能

（２）J-PlatPatアクセス方法

①インターネット検索

②INPITサイト トップページ
（バナーより）

③特許庁サイト トップページ
（バナーより）

特許情報プラットフォーム
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▶ 商標見本
▶ 商品及び役務の区分並びに

指定商品又は指定役務
▶ 出願人、権利者、代理人
▶ 出願日、登録日、各種番号

など

（３）J-PlatPatで何が調べられるか（商標）

①公報類

②特許庁保有データ

▶ 検索用データ（商標（検索用）、称呼、
図形等分類、類似群コード）

▶ 審査記録、審判記録の各書類
▶ 出願人等の変更
▶ 登録後の権利状態
▶ 権利者等の変更

など

参考：商標公報表示イメージ
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商標番号照会
出願番号、登録番号から出願・登録情報又は公報を照
会できます。

商標検索
商標名や称呼などのキーワードから、出願・登録情報又
は公報を検索できます。

日本国周知・著名商標検索
防護標章として登録されている商標及び異議決定・審
判・判決において周知･著名な商標と認定された登録商
標を検索できます。

不登録標章検索
称呼や登録番号等から商標法上、登録できない標章を
検索（但し、一部）できます。

図形等分類表
キーワードまたは分類を使って図形等分類を調べること
ができます。

商品・役務名検索
商品・役務名から指定商品・役務名、区分、類似群コー
ドを検索できます。

（４）商標メニュー

J-PlatPatトップページのグローバルナビゲーション 商標 にマウスを合わせると、
商標のサービスメニューが表示される。
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商標権はマーク（文字・図形等）と、そのマークを使用する商品・サービスの組
み合わせで一つの権利となっています。
特許庁の審査では出願されたマーク（文字・図形等）について、
「マークやネーミング」と「使用する商品やサービス」の両方の観点で他人の商
標と同じあるいは似ているかを判断します。両方とも同じあるいは似ている他人
の商標がある場合には、その出願は登録になりません。

商標権

使用する
商品やサービス

マーク
（文字・図形など）

（商 品）印刷物
（ｻｰﾋﾞｽ）工業所有権に関する研修会の開催

など

例．商標登録第5745958号

◎商標権について
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３．番号から照会する

『商標番号照会』を選択

［検索対象種別］選択
「出願・登録情報」

最新の更新情報が
反映されたデータ

「公報」
各公報類のデータ

［入力種別］選択
「番号範囲入力」は連
続した100個以内を指
定可能

［番号種別］選択

［番号］入力
番号種別が同じものを
照会する場合、スペー
スで区切り連続で入力
可能
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検索例・・・・・ 検索条件●検索対象種別：公報
●番号種別：出願番号 ●番号：2006-94273

検索条件を入力後 を押す

次頁へ

①
②
③
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◎公報表示画面「テキスト表示」（公開商標公報）

公開商標公報は、商標登録願に記載の内容をそのまま掲載

①② ③

⑤

④

⑥

①［経過情報］
経過記録・審査書類
の照会が可能

②［出願・登録情報］
出願・登録情報を
表示

③［URL］
公報の固定アドレス
を保存可能

④［登録公報］
登録公報が発行され
ている場合、切替が
可能
※登録公報表示では
［公開公報］と表示

⑤［拡大および回転］
図面を別ウインドウで
拡大、回転して確認
可能

⑥［PDF表示］
公報形式のPDFを
表示
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◎出願・登録情報表示画面

特許庁保有データから作成し更新されるため、最新の情報を表示

［ステータス］
案件毎の現在の状
態を表示

［各種日付］
出願日、登録済案
件は登録日・権利
満了日などを表示

［各種検索用ﾃﾞｰﾀ］
特許庁が付与する
各種検索用データ
を表示
文字の要素がある
商標は「商標（検索
用）」「称呼」
図形の要素がある
商標は「図形等分
類」

［出願人・権利者］
出願中・拒絶案件
は、出願人
登録済案件は権利
者を表示

次頁へ
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［区分数］
最新の商品及び役務の区分の数を表示

［商品・役務］
最新の商標を使用する商品及び役務を表示

［類似群コード］
（商品及び役務の後に表示される５桁のコード）
特許庁が商品・役務から付与するコード
最新の商品及び役務の類似群コードを表示

「公報」「出願・登録情報」各データの違い

公報

各公報から
データを作成

・出願後、一番早く照会可能
（公開商標公報発行当日から）

・全て公報発行当時の情報

出願
・

登録情報

特許庁保有
データから
データを作成

・出願後、照会可能となるのは特許庁保有
データが提供されてから
（公開商標公報発行から約２週間後）

・各種検索用データや類似群コードでさまざ
まな検索が可能

・特許庁保有データの更新（出願人・権利者
変更や権利更新、商品・役務の減縮など）を
反映

・一部拒絶案件も検索可能

・ステータスから現在の状態を表示
例）

※詳細は「ヘルプ」から参照可能

係属-出願-審査待ち（方式未完）

消滅-登録-権利満了
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４．ネーミングで検索する

◎特許庁が付与する文字の要素に関する検索用データ

この商標と同じ又は似ている商標をネーミング（文字）から
検索する場合、マーク内にある文字の要素に注目して検索をします。

商標（検索用）、称呼は文字の要素を含まない商標には付与されません。
例えば･･･→

検索用データ名 説明
このマークに付与さ
れる検索用データ 検索項目

商標（検索用） 商標に含まれる文字列
（ひらがな、カタカナ、漢
字、アルファベット等）

INPIT 商標（検索用） 同じ文字列の商標を
検索

称呼（参考情報） 商標から生じる自然な
読みをカタカナで表記し
たもの＝読み方

インピット 称呼（単純文字列
検索）

同じ読み方の商標を
検索

称呼（類似検索） 似ている読み方の商
標を検索

特許庁では、文字の要素が含まれる商標に検索用データを付与しています。
J-PlatPatの『商標検索』では、各種検索用データを用いた検索ができます。
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『商標検索』を選択 ※検索対象種別［出願・登録情報］を選択

商標（マーク）
［検索キーワード］入力

商標（マーク）の特徴に係
るキーワードを入力

商品・役務
［検索キーワード］入力

指定商品・指定役務に係る
区分又は類似群コードを
入力

その他の検索キーワード
［検索キーワード］入力

出願人や権利者などを入
力

次頁へ
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除外キーワード
［検索キーワード］入力

［除外キーワード］を指定
する場合は、「開く」を押し
て「検索項目」を選択し、
キーワードを入力

［検索オプション］入力

［検索オプション］を指定す
る場合は、「開く」を押して
各項目を入力
「日付指定」は追加で行が
増える

検索オプションは各検索項
目とＡＮＤ検索となる

・キーワード入力欄の入力は［検索項目］により入力方法が異なります。入力例はヘルプをご参照ください。
・キーワード入力欄は、スペースを入れることでＯＲ検索となります。検索項目を追加することでＡＮＤ検索

となります。（除外キーワード除く）
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検索例・・・・・

◎検索項目：商標（検索用）での検索～文字列の同じ商標を検索～

検索条件 ●検索対象種別：出願・登録情報
●検索項目：商標（検索用） ●キーワード：INPIT

次頁へ
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◎検索結果一覧（出願・登録情報）画面

入力した文字列を含む商標も検索したい場合、“?”をつけます。（部分一致検索）
例）「株式会社INPIT」も含めて検索する場合： ?INPIT と入力
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検索例・・・・・

◎検索項目：称呼（類似検索）での検索～似ている読み方の商標を検索～

検索条件 ●検索対象種別：出願・登録情報
●検索項目：称呼（類似検索） ●キーワード：インピット

次頁へ
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◎検索結果一覧（出願・登録情報）画面 検索項目「称呼（類似検索）」で検索をした場合、
検索結果一覧は「称呼基準」順に表示されます。

［検索一覧オプション］

「出願年別」「区分」等で
表示切り替えが可能

「一覧画面の表示形式」
で、表示切替えが可能

「出願番号」「出願日」等、
▲▼マークがある項目
がソートが可能

［一覧印刷］
検索結果一覧を印刷

［CSV出力］
検索結果が500件以内
の場合、CSV出力可能
※メールアドレス登録制

20



◎ネーミングから検索する際の「利用上の注意」

称呼の入力や、商標（検索用）で表示される特殊記号については「利用上の注意」をご確認ください。

商標の類否判断は、商標の有する外観・称呼・観念の要素を総合的に考慮して行われます。
「称呼（類似検索）」で検索を行いヒットした商標が、特許庁の審査においても必ずしも類似
すると判断されるとは限りません。

アルファベットや商標記号に付与される
称呼の一覧を確認できます。

具体的な称呼の検索例を確認できます。
例）「株式会社富士」→「フジ」

検索結果一覧に表示される
「称呼基準」について確認できます。

商標（検索用）で表示される特殊記号
（§、∞など）の意味を確認できます。

INPIT 2022.01 21
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５．マークの特徴で検索する

◎特許庁が付与する図形の要素に関する検索用データ

特許庁では、図形の要素が含まれる商標に図形等分類を付与しています。
マークの特徴から検索する場合、図形等分類を使用します。

図形等分類とは
• 商標の図形要素の分類で、特許庁が付与する検索用データ。
• 国際的に広く採用されているウィーン図形分類を基に、日本独自にさらに細分化し、

形や色及び、音（音商標）や動き（動き商標）についての分類もある。

この商標と同じ又は似ている商標をマークの特徴から検索する場合、
マーク内にある図形の要素に注目して検索をします。

図形等分類は図形の要素を含まない商標には付与されません。

26.2.1 円又は楕円の一部（円弧）

26.11.3 三本以上の線又は帯

26.4.2 長方形

29.1.3.2 緑（図形）
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『図形等分類表』を選択※図形等分類照会画面

[細分化図形等分類表
(大・中・小分類表)]
・分類を選択するとそ
の分類の配下の階層
を表示
・小分類のリンクを選
択すると、「図形等
分類」欄に入力される

[図形等分類]
「細分化図形等分類表
(大・中・小分類表)」か
ら分類を選択、または、
直接図形等分類を入
力後、「商標検索に
セット」を押すと検索条
件に設定可能

複数入力する場合
・スペースで区切って
入力
→OR検索
・ でキーワード
欄を分けて入力
→AND検索
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◎図形等分類表～キーワードによる検索

検索例・・・・・ 検索条件●キーワード：円

◎検索結果一覧画面

▼図形等分類表画面

大分類

中分類

小分類

検索条件を入力後 を押す

◎細分化図形等分類表

24



複数の分類をセットしたい場合
で『図形等分類表』の上部に戻り、再度キーワード検索を行うか、図形等分類表の大分

類からたどるなどして該当の分類を見つけ、分類のリンクを押すとOR条件で追加されます。

INPIT 2022.01

◎『図形等分類表』から『商標検索』に条件を引き継ぐ

次頁へ
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検索結果が3,000件を超える場合、一覧表示できません。
AND条件で別の検索項目を追加するか、日付等で期間を絞り込み再度検索をします。

◎検索項目：図形等分類を用いた検索
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◎検索オプションで設定できる内容

検索対象に権利抹消となった案件も含めたい場合
は「全て」を選択します。
更に出願却下の案件も検索対象としたい場合は、
「出願却下を除く」のチェックを外します。

日付指定や、検索対象としたい商標の対象文献、ステータス、出願種別、商標タイプを
設定することができます。
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６．商品・サービスと組み合わせて検索する

商品・サービス（役務）から商標を調査する際には、「類似群コード」、「区分」という検索
キーを特定し検索に利用します。

区分
（第1類～第45類）

ニース国際分類に基づいて、
商品・サービスを
カテゴリー分けしたもの

出願人が
指定

ビール： 第32類
ワイン： 第33類

類似群コード
同一のコードが付与された
商品・サービスは
類似するものと推定される

特許庁が
付与

ビール ： 28A02
ワイン ：28A02

審査では類似群コードが同一であれば互いに類似するものと推定されるため、
先行商標調査においては区分ではなく、類似群コードの利用が有効です。

28INPIT 2022.01



◎区分、類似群コードの特定

『商品・役務名検索』を選択

ビールに使用するマークを例に商品・役務と
ネーミングを組み合わせた検索を行います。
まず商品・役務名から類似群コードを特定します。

検索例・・・・・

検索条件●商品・役務名：ビール

検索条件を入力後 を押す

次頁へ
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「商品・役務」の内容をよく理解して適切な区分や類似群コードを選択しましょう。

◎検索結果一覧画面と商品・役務名検索から商標検索に条件を引き継ぐ方法
表示された類似群コード、区分を押すと、検索条件にセットすることができます。

は「採用できない商品・役務名」です。商標登録出願の際にご活用ください。

次頁
へ
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◎『商標検索』で類似群コードとネーミングから検索をする

検索例・・・・・

検索条件●商標（マーク）検索項目：（称呼（類似検索）） ●キーワード：インピット
●商品・役務検索項目：類似群コード ●キーワード：28A02

次頁へ

検索条件を入力後 を押す
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◎検索結果一覧（出願・登録情報）

32



審査・審判書類で2019年以降の書類は
内容を照会できます。
照会できる書類にはリンクが表示されます。

INPIT 2022.01

７．経過情報照会を確認する

※表示イメージ

経過情報照会の「経過記録」では審査・審判の手続きを確認することができます。
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「出願情報」では出願時の情報が表示されます。「登録情報」は登録になった案件のみ、
「審判情報」は審判係属した案件のみ表示されます。

登録料の納付状況を確認
できます。

権利の状態を表示します。
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ＲＳＳ機能について

【メリット】J-PlatPatにアクセスしなくてもウォッチングしたい特許出願等の更新情報の通知
を受け取れるので、情報収集の時間を短縮でき、また特許庁の送付書類や出願人等か
らの提出書類を見落としたり、確認漏れを防ぐことができます。

RSS配信が全出願で利用できます。

Outlookは米国マイクロソフト コーポレイションの登録商標です。
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８．検索のポイント

商標を出願する前の先行商標調査では、商品・サービスとマーク・ネーミングの特徴の
観点から、調査したい商標の 検索キー を特定し、検索を行うと良いでしょう

商品・サービスの検索キー
例）商品：ビール

類似群コード →  28A02
区分 → 第32類

マーク・ネーミングの特徴の検索キー

◆文字の要素 → 称呼、商標（検索用）
例）INPIT → インピット、INPIT

◆図形の要素 → 図形等分類
例）円又は楕円の一部（円弧）→ 26.2.1

長方形 → 26.4.2

36



部分一致検索
✔ 検索キーを含む項目をもつ案件を検索する

完全一致検索
✔ 検索キーと全く同じ文字列の項目をもつ案件を検索する
✔ 「 ? 」を使うことで部分一致検索ができる

項目

キー＿＿-
INPIT 株式会社INPIT INPIT商会 株式会社INPIT商会

INPIT ヒット ヒットしない ヒットしない ヒットしない

?INPIT? ヒット ヒット ヒット ヒット

INPIT? ヒット ヒットしない ヒット ヒットしない

?INPIT ヒット ヒット ヒットしない ヒットしない

各検索サービス/検索項目の
検索方法は から
確認できます。

AND
検索

A かつ B
自動車 かつ タイヤ-

出願人がINPIT かつ 出願日が2012年-

OR
検索

A または B
ライト または 電灯＿＿

バイオリン または ヴァイオリン
BA

A B

AND検索
✔ 複数の検索キーの条件をすべて満たす場合にヒットする
✔ 検索結果の絞り込みに便利

OR検索
✔ 複数の検索キーの条件のいずれか1つ以上を満たす場合にヒットする
✔ 言葉の言い換えに便利

J-PlatPatはこのような
読み替え機能を持ってい
ないため、想定される類
義語、異表記を入力し、
検索する必要があります。
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◎商標メニューのデータ蓄積範囲、照会・検索可能タイミング

メニュー 検索対象 蓄積範囲
照会・検索可能
タイミング

商標番号照会

公報 日本国内で発行された公報全て 公開商標公報発行当日

出願・登録情報

・権利存続中の案件
・2000年以降の出願案件
・1964年以降の出願で、公告・登録公報発行済
みの案件
・1963年以前の出願で設定登録され1978年以降
に権利抹消された案件

公開商標公報発行日か
ら約2週間後

商標検索

公報 2000年以降発行の商標公報・公開商標公報 公開商標公報発行当日

出願・登録情報

・権利存続中の案件
・公告・登録公報発行済みで1993年以降に最終
処分がなされた案件
・（商標(マーク)以外のキーワード検索）1963年以
前の出願で設定登録され1978年以降に権利抹
消された案件

公開商標公報発行日か
ら約2週間後

経過情報照会

経過記録

・権利存続中の案件
・2000年以降の出願案件
・1964年以降の出願で、公告・登録公報発行済
みの案件
・1963年以前の出願で設定登録され1978年以降
に権利抹消された案件

特許庁内での処理が完
了した翌日

審査審判書類
2019年1月以降
※リンクがない書類は閲覧不可

特許庁内の処理が完了
した翌日

経過記録と出願・登録情報の照会・検索については、蓄積範囲内でも照会・検索できない場合があります。
データ更新予定・文献蓄積情報は、トップページ又は、検索メニュー下部の「参考情報」から確認できます。
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９．産業財産権情報を調べるメリット

商品化の検討のための調査
新たに製造、販売しようとする商品に含まれる技
術、デザイン、ネーミングが他社の産業財産権を
侵害していないかどうかを確認することで、製
造・販売後に権利侵害で訴えられるリスクを回避
する

研究開発前に調査
産業財産権情報には、最先端技術・他社の技術開
発状況など有用な情報が含まれている。
これを活用することで他社との重複研究を避ける
ことができるプラス研究開発や事業展開のヒント
を得ることができる。

特許庁への出願前に調査
特許庁へ出願前に産業財産権の調査を行うことで、審査におい
て拒絶される出願を控え、無駄な出願費用を削減できる。

研
究
開
発

商品化
技術

デザイン

ネーミング

出
願

権
利
化

製
造

販
売
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１０．参考情報

◆ 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ
平成30年6月8日

特許庁HP抜粋 https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/tanin_shutsugan_180608.html

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われていま
す。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。

このような出願について、平成28年5月17日付け「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ（ご注意）」
において、自らの商標を他人に商標登録出願されていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされる
ことのないようお知らせいたしました。

この度、平成30年6月9日に施行された改正商標法により、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割
出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しないこととなりましたので、お知らせいたします。

特許庁では、このような出願については、出願の日から概ね4～6カ月で出願の却下処分※1を行っていますが、こ
れまでは、このような出願をもとの出願とした分割出願が行われた場合、分割出願の効果（出願日の遡及）により、
もとの出願が却下された後も事実上もとの出願が残り、後に出された出願の早期登録が難しい場合がありました。

しかし、平成30年6月9日に施行された改正商標法により、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割
出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しないこととなりました。

この法改正により、分割出願があっても、後に出された出願を従来より早く登録することが可能になります。

法改正の詳細は「商標登録出願の分割要件が強化されます」のページをご覧ください。
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本テキストについて

工業所有権情報・研修館

知財情報部 情報提供担当

Tel：03-3581-1101（内2413）

E-Mail：ip-jh05@inpit.go.jp
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